
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

第１回美幌町行政改革推進委員会議案 

 

 

                    と  き  令和５年１１月６日(月) 

                          １３時３０分～ 

                    ところ  美幌町役場３階 第１・２委員会室 

 

 

 

  ･･････次   第･･････ 

  １   開 会 

 

 ２  議 題 

（１）美幌町行政改革実施計画(第２次)における令和４年度の実施結果について 

…資料１ 

 

  （２）令和５年度における主な取組について 

①デジタル推進の取組                    …資料２ 

②ふるさと寄附金の取組                   …資料３ 

 

 ３  閉 会 



 

 

 

美幌町行政改革推進委員会名簿 

 

                            自 令和５年３月２３日  

                            至 令和８年３月２２日 

（敬称略） 

氏名 区分 推薦団体等 備考 

中川 寿一 団体推薦 美幌商工会議所  

采女 博安 団体推薦 美幌町自治会連合会  

吉村 謙一 団体推薦 美幌町農業協同組合  

礒崎 幸子 団体推薦 美幌町男女共同参画プラン推進協議会  

染谷 良 団体推薦 美幌町社会福祉協議会  

三浦 厚志 団体推薦 美幌町ボランティア連絡協議会  

下山 朋久 団体推薦 美幌町社会教育委員会議  

加藤 りん 一般公募   

長谷川 浩一 一般公募   

森 香織 一般公募   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○美幌町附属機関に関する条例 

(平成 25 年 3 月 19 日美幌町条例第 6 号) 

(設置) 

第 1 条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和 22 年

法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、別表のとおり本町に執行機関の附属

機関(以下「附属機関」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 2 条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌事項につい

て審査、審議等を行うものとする。 

(組織及び構成) 

第 3 条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。 

2 委員は、別表の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱する。 

(臨時委員及び専門委員) 

第 4 条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時委員若干人

を置くことができる。 

2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門委員若干人を置くこと

ができる。 

3 臨時委員は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者のうちから、

執行機関が委嘱する。 

4 専門委員は、その専門の事項について学識経験を有する者のうちから、執行機関が委嘱

する。 

5 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了した時は、解嘱されるものとする。 

6 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了した時は、解嘱されるものとする。 

(美幌町総合計画審議会の参与) 

第 5 条 美幌町総合計画審議会に、必要に応じて参与若干人を置くことができる。 

2 参与は、町長が委嘱する。 

3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。 

 

 



 

 

(任期) 

第 6 条 委員の任期は、それぞれ別表に掲げる期間とする。ただし、委員に欠員が生じた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、法律又は条例に特別の定めがあるものを除き、再任されることができる。 

3 執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。 

(会長等) 

第 7 条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、副会長又は副委員

長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。 

2 会長等及び副会長等の選任については、それぞれ別表に掲げる方法により選任するもの

とする。 

3 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたときは、その

職務を代理する。ただし、副会長等を置かない場合において、会長等に事故あるときは、

あらかじめ会長等が指名する委員がその職務を代理するものとする。 

(会議) 

第 8 条 会議は、会長等が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された

場合又は新たに附属機関が設置された場合において最初に会議を開くときは、執行機関

が招集する。 

2 会長等は、会議の議長となる。 

3 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ会議

を開くことができない。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

5 会議には、関係職員が出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。 

(部会) 

第 9 条 附属機関は、必要があるときは、部会を置くことができる。 

2 部会は、会長等が指名する委員、臨時委員及び専門委員(以下この条において「委員等」

という。)をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員等の互選によってこれを定める。 

4 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 



 

 

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。 

(秘密の保持) 

第 10 条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 

(庶務) 

第 11 条 附属機関の庶務は、それぞれ別表に掲げる主管部局において処理する。 

(報酬及び費用弁償) 

第 12 条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、条例で別に定める。 

(美幌町情報公開・個人情報保護審査会の調査権限等) 

第 13 条 美幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)

は、美幌町情報公開条例(平成 12 年美幌町条例第 4号)、美幌町個人情報保護条例(平成

17 年美幌町条例第 29 号)又は美幌町特定個人情報保護条例(平成 27 年美幌町条例第 30

号)の規定に基づく処分に係る審査請求を審査するため必要があると認めるときは、当該

各条例に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に対し、関係す

る公文書、保有個人情報又は保有特定個人情報の提出を求めることができる。この場合

において、何人も、審査会に対し、その提出されたものの公開を請求することができな

い。 

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならな

い。 

3 審査会は、第 1 項の審査請求を審査するため必要があると認めるときは、実施機関に対

し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報若しくは保有特定個人情報に含まれ

ている情報を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会

に提出するよう求めることができる。 

4 第 1 項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第 1項の審査請求に関し、審査請求人、

参加人(行政不服審査法第 13 条第 4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機

関(以下この条において「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めるこ

と、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をするこ

とができる。 



 

 

5 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書若しくは資料

を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

6 審査請求人等は、審査会が前項の規定による意見書又は資料を提出すべき相当の期間を

定めたときは、その期間内に提出しなければならない。 

7 審査請求人等は、第 4項及び第 5 号の規定により審査会に提出された資料の閲覧(電磁

的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)

又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を

記載した書面の交付を求めることができる。この場合においては、行政不服審査法(平成

26 年法律第 68 号)第 78 条の規定を準用する。 

8 審査会の委員は、自己又はその親族からの審査請求の議事に加わることはできない。 

(補則) 

第 14 条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

(罰則) 

第 15 条 第 10 条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金に処する。 

別表(第 1条、第 2 条、第 3 条、第 6 条、第 7条、第 11 条関係) 

設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及び

選任方法 

主 管 部

局 

町

⾧ 

美 幌 町 行 政 改

革推進委員会 

・美幌町の行政改革の

推進に関する諮問事

項の調査審議 

10 人

以内 

・町政について識

見を有する者 

3 年 会⾧ 

委員 

※委員の

互選 

総務部 
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第２次美幌町行政改革実施計画
【令和４年度 実施結果】

資料１



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　事務事業の改善

計画 結果 実績・効果 評価 削減額 収入額 R1 R2 R3 R4

（１）行政評
価システム

の運用
1

行政評価の継続
実施

　現在導入している行政評価を継続し、事業
の有効性や進捗状況の検証を行うとともに、
運用により明らかになった課題を整理し、随
時、より良い制度へ見直しを行います。

・行政評価の継続実施、
検証、制度の見直し

- 実施 → 完了
政策課

政策統計G

・利用者の形態に合わせ
たカウンターの整備

- 検討 実施 完了
総務課
総務Ｇ

・窓口サービスの継続的
改善

実施 実施　◎

　新庁舎移転に伴う、各種届出等の手続き漏れを防
ぐためチェックリストで他部局との連携を図った他、
町民へのわかりやすい案内及び窓口混雑の対策と
して、番号交付機の活用や、マイナンバー特設窓口
を設置するなどし、お客様への対応改善に努めた。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
戸籍保険課
戸籍年金G

3
申請手続きの簡
素化・効率化

　各種手続時の電子申請を拡充し、申請手
続きの町民負担軽減及び事務の効率化を進
めます。

・簡易申請システムのス
マートフォンへの対応等
による利便性向上

実施 実施　◎

　各種申請様式のダウンロードや健康診断、市民農
園、その他イベントなどの申込に電子申請や簡易申
請を活用している。
　スマートフォンにも対応しており利便性は高い。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
総務課
総務G

4
事務改善等提案
の募集

　町民サービスの向上や事務の効率化のた
め、職員から事務改善等提案を募集し、職員
の改善意識の高揚を図ります。

・提案に基づいた事業の
実施

実施 実施　◎

　職員研修について、行政事務改善委員会内で議
論し、さらに職員に対し、アンケートを実施した。その
結果、職員がどのような研修を求めているかを把握
することができ、今後の職員研修の参考にするとと
もに、内部講師での研修を実施検討することとした。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
総務課
総務Ｇ

5
給食センター調理
部門の業務委託

　調理業務の民間委託により、安全な給食を
安定して供給ができるかどうかについて、食
物アレルギー対策や衛生管理対策に関して
継続的に検証・検討を行い、民間委託の可
否を判断します。

・調理部門の民間委託化 検討 検討　△

　民間委託を実施している施設への聴き取りを行
い、メリット、デメリットについての検討を継続して実
施した。
　学校給食は、安全かつ安定的に供給する必要が
あり、さらに食中毒などの予防策、個に応じた食物
アレルギーを持つ児童生徒の除去食等の日々の対
応、異物混入対策等の検討課題が求められ、民間
委託によってこの課題に対応していけるのかなど、
効率化・適正化、さらに安全、安定的な供給につい
て、引き続き、調査、検討を実施していく。

Ｂ　 計画
どおり

検討 → → →
学校給食課
学校給食Ｇ

6
災害対応マニュア
ルの見直し及び職
員への意識付け

　災害発生時に行動する職員が、慌てず対
応できるように、自ら防災意識を高めるととも
に、各自が正しい知識を身につけられるよう
にマニュアルを整備します。

・各種ﾏﾆｭｱﾙの見直し及
び職員への意識付け

実施 一部実施　○

　３年に一度実施している美幌町総合防災訓練を通
じて、災害発生時に行動する職員の避難所設営、運
営に係る手順・行動の正しい知識を身につけられる
よう努めた。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
危機対策課
危機対策G

7
業務継続計画
（BCP）の策定

　大規模災害発生時、人材や資材等に制約
がある状況下において、優先すべき業務を
特定するとともに、業務の執行体制や対応手
順等をあらかじめ定めておく「業務継続計画
（BCP）」を策定します。

・業務継続計画（BCP）の
策定

- 調査 実施 完了
危機対策課
危機対策G

グループ
年度計画

（３）行政運
営の効率
化・適正化

実施内容

（２）質の高
いサービス

の提供

2
窓口サービスの向
上

　庁舎改築に伴いより利用しやすい窓口カウ
ンターの整備を図るとともに、窓口利用者の
ニーズに的確に対応し、窓口サービスの向
上を図ります。

視点 № 取組項目 取組内容
令和４年度

bihoroa024
テキスト ボックス
1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　地域力の向上

計画 結果 実績・効果 評価 削減額 収入額 R1 R2 R3 R4

・町民ニーズに対応した
まち育出前講座メニュー
の考案

実施 実施　◎
　新規メニューを追加した（R４年度２件）。今後も町
民ニーズに対応したメニューの考案を図る。（R４年
度末のメニュー数：９８）

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
町民活動課
広報相談G

・まち育講座の積極的な
活用

実施 一部実施　○
　各所管部署において個別に情報提供をしている実
態や、今後の社会情勢を踏まえ、まち育出前講座と
しての情報提供手法のあり方を検討する。

Ｃ　 計画
を下回る

実施 → → →
政策課

政策統計G

・広報やHP、ＳＮＳ等を活
用した町政情報の発信

実施 実施　◎

　毎月の広報誌をはじめ、各担当で記事の作成や
修正ができるＨＰの運用、ＦａｃｅｂｏｏｋやＬＩＮＥ、地デ
ジ広報サービスによる迅速な情報発信など、媒体の
特性を活かした情報発信をしている。

Ｂ　 計画
どおり

検討 実施 → →
町民活動課
広報相談G

・町民満足度調査の実施 - 検討 完了
政策課

政策統計G

・おはようコール「旗の
波」の実施

実施 実施　◎

　旗の波を実施し、６４自治会、９団体、延べ１，８８１
人の参加により、協働での交通安全運動に取り組ん
だ。
（令和４年度実績　実施回数：３回）

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
町民活動課
町民活動G

・歳末特別警戒街頭啓発
の実施

実施 実施　◎
　関係団体と美幌警察署の合同で、７９名の参加に
より町内スーパー３店舗において啓発を行った。（令
和４年度実績　実施回数：１回）

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
町民活動課
町民活動G

・まちづくり活動奨励事
業の活用促進

実施 実施　◎
　びほろの活力共創事業において、新規事業１件、
継続事業４件を認定し、補助を行った。
（５件1,311千円）

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
町民活動課
町民活動G

・家族が一緒に楽しめる
公演開催に係る実行委
員会の育成、支援

実施 実施　◎

　令和４年度は、実行委員会と協力し、「それいけ！
アンパンマン」の主題歌等を歌う「ドリーミング」を招
へいし親子でコンサートを楽しむ機会づくりを行っ
た。

Ｂ　 計画
どおり

- - 実施 → → →
社会教育課
文化振興G

11
地域サポーター制
度のあり方検討

　有効に活用されていない地域サポーター制
度について、活用方法や制度のあり方も含
め検討します。

・地域サポーター制度の
あり方検討

実施 実施　◎

　地域サポーター制度に変わる新たな制度として令
和２年度から「美幌町まちづくりミーティング」を制度
化し、行政と町民の意見交換の場を確保した。令和
４年度は町民団体と５回の開催となった。

Ｂ　 計画
どおり

完了 実施 → →
町民活動課
広報相談G

・広報、啓発活動による
理解の促進

実施 実施　◎
　男女共同参画プラン協議会による自主研修のほ
か、女性プラザ講演会の参加など、男女共同参画に
対する理解促進に努めた。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
町民活動課
広報相談G

・審議会等委員に占める
女性の割合を３０％以上
確保

実施 一部実施　○

　目標の３０％を下回ってしまったが、引き続き周知
や環境整備等を行い、目標値の達成及び維持に努
める。
（令和４年４月１日現在　　２７．２７％）

Ｃ　 計画
を下回る

実施 → → →
町民活動課
広報相談G

・自治会や関係機関と連
携した防災訓練の実施

実施 実施　◎
　自治会や関係機関とは定期的に打合せを実施し、
さらに町総合防災訓練を実施し連携を図った。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
危機対策課
危機対策G

・防災備蓄品の計画的備
蓄、防災協定の締結によ
る災害時の体制強化

実施 実施　◎
　美幌町災害時備蓄計画に基づき、計画的に備蓄
品を購入した。また、ヤフー株式会社と協定を締結
し、災害時の体制強化に努めた。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
危機対策課
危機対策G

・全自治会に自主防災組
織の設置

実施 検討　△
　設立組織は市街地自治会がほとんどであり、今後
は農村部の組織結成に向け働きかけを行う必要が
ある。

Ｃ　 計画
を下回る

実施 → → →
危機対策課
危機対策G

令和4年度
グループ

年度計画

　多様化する行政ニーズに対応するため、よ
り多角的な視点からの政策形成が求められ
ることから、男女が共に政策や方針などの意
思決定の場に参画できる環境を整えます。

13
地域防災体制の
充実

　災害時に円滑な対応をするため、防災体制
の更なる充実を図ります。
　また、自治会や関係機関と連携した防災訓
練を実施するとともに、自主防災組織の未設
置自治会に対して設置の促進を図り、自主
防災組織の充実・強化を図ります。

12
男女共同参画の
推進

8
広報・広聴機能の
充実

　情報提供及び情報共有はまちづくりの基本
であるため、的確に適当な方法での情報提
供の推進と、広く町民の声を聴くための体制
の充実及び意見交換の機会充実を図りま
す。

9 協働の推進

取組項目 取組内容 実施内容

　多様なニーズ、地域課題に対応するため、
町と自治会や団体との協働によるまちづくり
を推進します。

10

地域活性化を目
的とした町民活動
団体への支援充
実

　町民主体のまちづくりの実現に向け「まち
づくり活動奨励事業」の活用により、地域課
題の解決や地域の活性化を図るとともに、新
たな公共の担い手となる人材の育成や町民
が活動しやすい体制づくりを推進します。
　また、各芸術鑑賞公演の実行委員会が継
続的に活動できるよう推進します。

視点 №

（１）町民と
の協働の

推進

（１）町民と
の協働の

推進
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　行財政運営基盤の強化

計画 結果 実績・効果 評価 削減額 収入額 R1 R2 R3 R4

・債務管理・回収実践型
マニュアルの整備と適正
な運用

実施 実施　◎
　令和２年度策定の「債務管理・実践型事務手続き
マニュアル」の活用により、債務間の統一的な運用
を図ることができた。

Ｂ　 計画
どおり

－ － 検討 実施 → →
税務課
納税G

・各種債務間の意志統一
及び情報共有並びに連
携の強化

実施 実施　◎

　収納向上対策実務部会の開催や収納状況の報
告、研修会参加などを通じて、各種債務間の情報共
有・連携強化を図った。
　・部会開催　１回
　・債権収納状況報告　１回
　・研修会（対人折衝）　部会から２名参加

Ｂ　 計画
どおり

－ － 実施 → → →
税務課
納税G

・ふるさと寄附金事業の
推進

実施 実施　◎

　本町独自の特設サイト「美幌町ふるさと納税応援
サイト」や各種ポータルサイト、SNS等を活用した情
報発信の強化と新規返礼品の追加による寄附の増
収を図った。
（令和４年度実績　寄附件数４０，０３４件、寄附金額
４０８，２４９千円、謝礼品代７３，６２５千円）

Ｂ　 計画
どおり

408,249 実施 → → →
政策課

政策統計G

・有料広告の掲載 実施 実施　◎
　町内学習塾の年間掲載のほか、宝くじ公式サイト
など様々な有料広告を掲載した。
（令和４年度実績　８件　１９０千円）

Ｂ　 計画
どおり

190 実施 → → →
町民活動課
広報相談G

・未利用町有地の売払促
進

実施 実施　◎
　未利用町有地については、対象地をホームページ
に掲載し、売払を進めた。
（令和４年度実績　１件　１０，８３３千円）

Ｂ　 計画
どおり

10,833 実施 → → →
財務課

契約財産G

・使用料・手数料の見直
し

検討 一部実施　○

　原価計算や他自治体への調査を実施し、料金改
定の必要性は認識したものの、新型コロナウイルス
感染症や物価・エネルギー価格高騰による町民生
活への影響を考慮し、令和5年度からの全庁的な料
金改定は見送ることとした。
　ただし、今後の財政状況や社会情勢の変化によっ
ては速やかに見直しの検討を行う。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → 調査 検討
財務課
財務G

・減免措置の目的と効果
の検証、適正化

検討 一部実施　○
　使用料・手数料の見直しと並行して、引き続き検討
を行う。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → 調査 検討
財務課
財務G

・町外者利用による割増
料金の実施

検討 一部実施　○
　使用料・手数料の見直しと並行して、引き続き検討
を行う。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → 調査 検討
財務課
財務G

・新庁舎を環境配慮とラ
イフサイクルコストを抑え
るＺＥＢ※庁舎として建設

- 検討 完了
総務課
総務Ｇ

・公共施設の電力供給入
札実施における削減効
果の検証（新電力の導
入）

実施 実施　◎
　高圧電力１５施設において、電力供給入札を実施
し、経費削減を行った。

Ｂ　 計画
どおり

20,181 実施 → → →
総務課
総務Ｇ

18
補助金・負担金の
見直し

　限られた財源を有効に活用するため、事業
の目的、効果、成果を検証し、補助金及び負
担金の見直しを行います。

・補助金等の整理、合理
化

検討 実施　◎
　実績に基づいて補助金額が算出される、一部の補
助金を助成金に変更することによって整理を行い、
業務の簡素化を行った。

Ｂ　 計画
どおり

調査 調査 → 検討
総務課
総務G

18
補助金・負担金の
見直し

　限られた財源を有効に活用するため、事業
の目的、効果、成果を検証し、補助金及び負
担金の見直しを行います。

・補助金等の整理、合理
化

検討 検討　△

　関係団体との調整など課題が多く見直しが進んで
いないが、第３次財政運営計画に基づく今後の財政
見通しや行政評価の結果を考慮し、適切な見直しが
必要と考える。

Ｃ　 計画
を下回る

調査 調査 → 検討
財務課
財務G

・第２次財政運営計画の
推進

実施 実施　◎
　第３次財政運営計画（令和５～１４年度）を策定し
た。

Ｂ　 計画
どおり

実施 調査 → 実施
財務課
財務G

・国や道の補助金の積極
的活用

実施 実施　◎
　公共施設の整備等を進めるにあたって、国や道の
補助金を最大限に活用した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
財務課
財務G

・交付税措置の高い地方
債の活用

実施 実施　◎
　過疎債や辺地債、緊防債をはじめ、交付税措置の
高い地方債を最大限に活用した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
財務課
財務G

町税等の収納対
策の強化

　町税等収納向上対策方針に基づき、収納
率の向上、滞納処分の強化に取り組み、各
種未収金対策の充実を図ります。

※ＺＥＢ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

15 税外収入の充実

　自主財源を確保し、持続可能な財政運営を
確立するため、ふるさと寄附金や、広報紙等
への有料広告の掲載、未利用町有地の売払
い等積極的に税外収入の確保を推進しま
す。

　将来にわたって持続可能な行財政運営を
確保するため、第２次財政運営計画を推進
するとともに、国、道の補助金等の依存財源
について積極的な活用を推進します。
　また、交付税措置のある有利な地方債の
活用を推進します。

健全な財政運営
の推進

（１）歳入の
確保

令和4年度
グループ実施内容

年度計画
視点 № 取組項目 取組内容

17 経費の削減
　内部管理費などの削減に努め、更なる経費
削減の取組を進めます。

16
使用料・手数料の
見直し

　公平性の確保と受益者負担の適正化を図
るため、使用料・手数料の定期的な見直しと
減免措置の効果検証を行います。

（２）歳出の
抑制

（３）財政の
自立性確

保

14

19
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３　行財政運営基盤の強化

計画 結果 実績・効果 評価 削減額 収入額 R1 R2 R3 R4

20
病院事業の健全
経営

　将来にわたって持続可能な病院運営を行う
ため、美幌町立国民健康保険病院新公立病
院改革プランを推進します。

・美幌町立国民健康保険
病院新公立病院改革プ
ランの推進

実施 実施　◎
　当改革プランに沿って、地域包括ケア病床やDPC
対象病院化し、入院医療費の定額支払制度を導入
したことで、患者の医療費単価が増加となった。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
国保病院

総務G

・老朽施設及び管路の更
新

実施 実施　◎
　水道事業計画に基づき、日並浄水場遠隔監視用
通信装置及び管路更新等を実施した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
上下水道課

施設G

・施設及び基幹管路の耐
震化

実施 実施　◎
　水道事業計画に基づき、日並浄水場薬品沈殿池
耐震補強工事及び基幹管路（送水管）の耐震化を
実施した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
上下水道課

施設G

・量水器収納筐の設置推
進

完了 実施　◎
　水道事業計画に基づき、量水器収納筺を設置し
た。（実績１６６個）平成２４年度から実施し、令和４
年度で完了。

Ａ　 達成
／完了

実施 → → 完了
上下水道課

営業G

・使用料の見直し 調査 実施　◎
　使用料の見直しを実施した。（社会情勢等を鑑み
改定なし。最終改定年月日：令和元年１０月１日（下
水道使用料、個別排水処理施設使用料・分担金））

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → 調査
上下水道課

営業G

・老朽化した管渠の更正 実施 実施　◎
　平成２９年度より社会資本総合交付金により更新
事業を実施している。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
上下水道課

営業G

23 組織機構の見直し
　限られた人員の中で、町民のニーズに柔軟
かつ迅速に対応する組織機構の構築を図り
ます。

・組織機構の見直し - 検討 実施 完了
総務課
職員Ｇ

・人材育成基本方針の見
直し

- 完了
総務課
職員Ｇ

・人事評価制度の見直し 実施 実施　◎

　見直しした評価制度は、２年の試行期間を経て令
和４年度から本稼働した。事務処理の流れで新たな
課題を発見し、令和５年度に向けて修正することが
できた。

Ｂ　 計画
どおり

検討 実施 → →
総務課
職員Ｇ

・職員のニーズに合わせ
た各種研修事業の充実

実施 実施　◎
　職員からリクエストがあった「コーチング研修」につ
いて、令和３年度は管理職、令和４年度は主査職を
対象に研修を実施した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
総務課
職員Ｇ

・道との人事交流の実施 実施 実施　◎
　令和４年度～令和５年度の２年間、北海道との人
事交流を実施している。（１名）

Ｂ　 計画
どおり

検討 実施 → →
総務課
職員Ｇ

22
公共下水道及び
個別排水事業の
健全化

　受益者負担の適正化の観点から、適正な
下水道使用料の設定を行い負担構造の検討
をするとともに、維持管理の効率化による経
済基盤の強化を図ります。
　また、汚水管渠への不明水侵入量を削減
し、汚水処理経費の縮減を図ります。

21
水道事業の健全
経営

　安全で安心な水を提供するため、「水道事
業基本計画」に基づいた取組を行うとともに、
有収率向上に向けた不明水対策を行い、経
営の健全化を図ります。

職員の人材育成
に向けた人事評
価制度の確立と能
力向上

視点 № 取組項目 取組内容 グループ
令和4年度

実施内容
年度計画

　人材育成方針及び人事評価制度の見直
し、並びに各種研修事業、派遣交流事業の
充実を図ります。

（４）公営企
業等の健
全運営

（５）組織力
の活性化と
職員力の

向上
24
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　公有財産の適正管理

計画 結果 実績・効果 評価 削減額 収入額 R1 R2 R3 R4

・公共施設等の縮減目標
達成に向けた調査、検討

実施 実施　◎
　地方公会計制度の運用及び適切な資産管理のた
め固定資産台帳を更新した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
財務課

契約財産G

・保育施設の最適化 検討 検討　△
　町内の少子化の状況や保育施設利用者からの
ニーズを踏まえ、施設の在り方について引き続き検
討いたします。

Ｂ　 計画
どおり

検討 → → →
社会福祉課
児童支援G

・学校施設の最適化 検討 一部実施　○

　学校施設の老朽化状況の把握を行い、中長期的
な更新・再生によるトータルコストの縮減等を図るた
め令和３年３月に「美幌町学校施設長寿命化計画」
を策定し、計画に基づく適正な管理を行った。
　児童・生徒にとって最善な教育環境を第一に考
え、学校施設の最適化を検討する。

Ｂ　 計画
どおり

検討 → → →
学校教育課

総務G

・未活用公共施設管理計
画の策定

- 完了
財務課

契約財産G

26
水道事業基本計
画の推進

　水道事業基本計画に基づき、計画的な維
持管理・修繕を行うとともに、施設のコスト削
減及び平準化を図ります。

・水道事業基本計画に基
づいた老朽施設及び管
路の更新等【再掲】

実施 実施　◎
　施設・設備の点検管理の実施と耐用年数・機能劣
化に応じた修繕更新を実施した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
上下水道課

施設G

・長寿命化計画に基づく
施設の更新等
（非常用発電機の更新）

- 実施 完了
上下水道課

施設G

・長寿命化計画に基づく
施設の更新等
（受変電設備の更新）

実施 実施　◎

　社会資本総合交付金により令和２年度に実施設
計を行い、令和３年度～４年度の２カ年事業で更新
工事を実施。令和２年度に策定したストックマネジメ
ント計画により事業を実施。

Ｂ　 計画
どおり

検討 実施 → →
上下水道課

施設G

・長寿命化計画に基づく
施設の更新等
（管渠施設の更新）

実施 実施　◎ 　計画に基づき、管渠更新工事を実施。
Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
上下水道課

施設G

・長寿命化修繕計画に基
づく修繕等（東雲橋）

- 実施 → 完了
建設課

都市整備G

・長寿命化修繕計画に基
づく修繕等（稲美橋）

完了 実施　◎
　補修工事（伸縮装置排水部補修、橋面防水、地
覆・床版の断面修復・ひび割れ補修、高欄取替）を
実施した。

Ａ　 達成
／完了

実施 完了
建設課

都市整備G

・長寿命化修繕計画に基
づく修繕等（稲美旭橋）

実施 一部実施　○ 　R５補修工事に向けた実施設計業務を実施した。
Ｂ　 計画
どおり

実施
建設課

都市整備G

29
公園施設長寿命
化計画の推進

　公園長寿命化計画に基づき、計画的な維
持管理・修繕（ライフサイクルコスト。以下「Ｌ
ＣＣ」。）を推進し、補助事業を活用したトータ
ルコストの削減を図ります。また、ＬＣＣに基
づき施設の長寿命化・コストの平準化を図り
ます。

・長寿命化計画に基づく
修繕等（みとみ公園遊具
更新）

- 完了
建設課

都市整備G

30
公営住宅等長寿
命化計画の推進

　公営住宅等長寿命化計画に基づき、長寿
命化のための整備、維持管理を行います。ま
た、併せて予防保全的な維持管理及び耐久
性の向上等を図るとともに、ライフサイクルコ
ストの縮減を図ります。

・長寿命化計画に基づく
整備等

実施 実施　◎

　排水管の延命化を図るため、年次的に排水管洗
浄を実施。
　また、長寿命化計画に基づき、平成１４年度契約
の借上げ公営住宅の再契約及び南団地の共同階
段に手摺を設置した。

Ｂ　 計画
どおり

実施 → → →
建設課

公営住宅G

　下水道施設長寿命化計画に基づき、総合
的かつ中・長期的な将来像を見据えた計画
を推進し、補助事業を活用したトータルコスト
の削減を図るとともに、費用の平準化を目指
します。

グループ

公共施設の適正
配置等の推進

　公共施設等総合管理計画に基づき、公共
施設の適正な管理を行うとともに、公共施設
の最適化を図ります。
　また、用途廃止に伴う老朽化等のため使用
されていない施設の管理を行うための計画を
策定します。

年度計画
実施内容

令和4年度

　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的
な維持管理・修繕（ライフサイクルコスト。以
下「ＬＣＣ」。）を推進し、補助事業を活用した
トータルコストの削減を図ります。また、ＬＣＣ
に基づき施設の長寿命化・コストの平準化を
図ります。

№ 取組項目 取組内容

橋梁長寿命化修
繕計画の推進

（２）公共施
設の効率

的な維持管
理

27

28

視点

（１）公共施
設の適正

管理
25

下水道施設長寿
命化の推進
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美幌町の取り組み 総務部政策課
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美幌町では「ＤＸ推進計画」を策定
し、取り組みを始めています。

＜計画＞
・令和３年１１月に策定
・自治体システムの更新や
行政手続きのオンライン化など
大きく８項目
・令和８年３月までの計画

＜組織＞
・総務部政策課に「デジタル推進主幹」と
担当職１名を配置

１０月号広報に特集記事も組まれました
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デジタルの活用例（１）
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デジタルの活用例（２）
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今後の可能性
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ふるさと納税について

〇生まれ育ったふるさとや応援したい町へ寄附ができる制度

返礼品 税の軽減
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ふるさと納税について

〇生まれ育った故郷や応援したい町へ寄附ができる制度

寄附者

①寄附

②返礼品

美幌町居住自治体

③税の軽減
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美幌町へのメリット

〇税収の確保

〇美幌町（特産品）の魅力発信

→人口減少によって税収が減少していく中で、
外から財源を集められる

→町の認知拡大や返礼品事業者の販路拡大につながる
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返礼品
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返礼品ランキング

～令和３年度～ ～令和４年度～
順位 返礼品名 件数 金額

（千円）

1 北海道ブランド牛赤身1kg 17,566 175,660

2 玉ねぎLサイズ20kg 7,981 71,829

3 じゃがいも・玉ねぎセット7kg 1,765 12,355

4 鱒いくら特製醤油漬300g 1,519 12,152

5 グリーンアスパラ（春芽）2L 1㎏ 1,472 17,664

6 ミエルコーン１１本 1,096 9,864

7 サッシーMサイズ10kg 842 5,894

8 玉ねぎMサイズ20kg 524 4,192

9 インカのめざめ5㎏ 496 4,960

10 ハウスアスパラ（夏芽）2L 1㎏ 384 4,224

順位 返礼品名 件数 金額
（千円）

1 玉ねぎMサイズ10㎏ 1,835 11,010

2 玉ねぎMサイズ20kg 1,467 11,736

3 玉ねぎLサイズ10kg 1,369 9,583

4 ミエルコーン１１本 741 6,669

5 じゃがいも・玉ねぎセット7kg 740 5,180

6 サッシーMサイズ10kg 559 3,913

7 北海道ブランド牛赤身1kg 554 5,540

8 グリーンアスパラ（春芽）2L 1㎏ 479 5,748

9 男爵Mサイズ10kg 448 3,136

10 グリーンアスパラ（春芽）3L 1㎏ 418 5,434
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使い道

経済の活性化 教育の充実支援

福祉の充実支援 まちづくり
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約11.5倍

（千円）

寄附額推移
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順位 自治体名 金額（千円）
1 宮崎県都城市 19,592,615

2 北海道紋別市 19,432,906

3 北海道根室市 17,612,782

4 北海道白糠町 14,833,646

5 大阪府泉佐野市 13,771,905

6 佐賀県上峰町 10,873,990

7 京都府京都市 9,507,775

8 福岡県飯塚市 9,085,607

9 山梨県富士吉田市 8,806,033

10 福井県敦賀市 8,748,810

531 北海道美幌町 408,249

～全国順位～ ～道内順位～

（1,788位中） （180位中）

寄附額順位（令和４年度）

順位 自治体名 金額（千円）
1 北海道紋別市 19,432,906

2 北海道根室市 17,612,782

3 北海道白糠町 14,833,646

4 北海道別海町 6,943,401

5 北海道千歳市 4,762,170

6 北海道弟子屈町 4,564,557

7 北海道当別町 2,949,620

8 北海道北見市 2,646,260

9 北海道恵庭市 2,493,781

10 北海道旭川市 2,243,682

59 北海道美幌町 408,249

～管内順位～

（18位中）

順位 自治体名 金額（千円）
1 北海道紋別市 19,432,906

2 北海道北見市 2,646,260

3 北海道網走市 2,179,665

4 北海道興部町 694,190

5 北海道雄武町 505,987

6 北海道美幌町 408,249

7 北海道佐呂間町 206,441

8 北海道斜里町 178,818

9 北海道大空町 144,618

10 北海道湧別町 107,897

11 北海道津別町 85,539

12 北海道遠軽町 82,798
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取り組み実績

〇ふるさと納税サイトの運用
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〇特設サイトの作成・運用

まち

使い道特産品

取り組み実績
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〇広告掲載

・楽天
・Google

・京成電鉄
・じゃらん
・ふるさと納税サイト内特集

取り組み実績
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増収に向けた今後の取り組み

〇新たな返礼品の発掘

〇露出の強化（SNS発信など）

〇ふるさと納税サイトの追加

bihoroa024
テキスト ボックス
12



増収に向けた今後の取り組み

寄附 還元
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